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関係各位 

関西学生サッカー連盟 

理 事 長 西田 裕之 

 

京都教育大学学生の不祥事の件について 

 

京都教育大学学生の不祥事の件について、本日、京都教育大学からサッカー部活動の無期限停止処分

が出されました。当連盟ではその処分を受け、京都教育大学の以後の試合を行わないこととします。 

上記に伴い、第 87 回 関西学生サッカーリーグ 2 部Ｂブロック の 6 月 14 日（日）以降の試合に   

ついては、変更され次第、当連盟公式サイトにて随時お知らせいたします。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


